
国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程

（平成１６年６月２８日制定）

（趣旨）

第１条 国立大学法人小樽商科大学（以下「本学」という。）における授業料その他の費用

に関しては，他の規程等に別段の定めのあるもののほか，この規程の定めるところによ

る。

（授業料等の額）

第２条 本学において徴収する授業料，入学料，検定料及び寄宿料の額は別表１，公開講

座等の講習料の額は別表２のとおりとする。ただし，分割等により徴収の額に１０円未

満の端数があるときは，これを切り上げるものとする。

（長期履修学生の授業料）

第３条 修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し，卒業又は修了

することが認められた者（以下「長期履修学生」という。）の授業料の年額は，当該在学

を認められた期間（以下「長期在学期間」という。）に限り，前条の規定にかかわらず，

卒業又は修了までに納付すべき授業料の総額を長期在学期間の年数（長期在学期間に６

か月がある場合は２分の１とする。）で除した額とする。

２ 在学中に授業料が改正された場合は，改正後の授業料の額により，再計算を行うもの

とする。ただし，修業年限又は標準修業年限以後の改正による再計算は行わないものと

する。

３ 長期在学期間の延長（以下「延長」という。）が認められた者の授業料の年額は，延長

が認められた年度以降に納付すべき授業料の総額を，延長が認められた年度以降に在学

する年数（長期在学期間に６か月がある場合は２分の１とする。ただし，延長の開始が

学年の途中の場合は翌年４月からの年数とする）で除した額とする。

４ 長期在学期間の短縮（以下「短縮」という。）が認められた者の授業料の年額は，短縮

後の期間に応じて第１項の規定により再計算した額とする。なお，再計算した額から短

縮が認められる以前の額を控除した額に短縮が認められた年度以前の長期在学期間の年

数（長期在学期間に６か月がある場合は２分の１とする。）を乗じて得た額を，短縮を認

めるときに徴収するものとする。

（研究生等の授業料）

第４条 研究生及び特別研究学生の授業料は，研究期間に応じて徴収することとし，各月

に係る授業料に研究月数を乗じて得た額を，別に指定する期日・納入方法により前納し

なければならない。ただし，研究期間が６か月を超えるときは，６か月ごとに分納する

ことができる。

２ 特別研究学生が国立大学法人の大学，短期大学または大学院以外の学生であるときは，

第２条に定める授業料を徴収する。

３ 特別研究学生が国立大学法人の大学，短期大学または大学院の学生であるときは，授

業料は徴収しない。

４ 協定等に基づき特別研究学生として入学する公立または私立の大学院学生については，



第２項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。

（科目等履修生等の授業料）

第５条 科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は，履修単位数に応じて徴収することと

し，１単位に係る授業料に履修単位数を乗じて得た額を，別に指定する期日・納入方法

により前納しなければならない。ただし，小樽商科大学短期留学プログラム規程第６条

第２号に基づく科目等履修生については前納とせず，別に指定する期日・納入方法によ

り納入するものとする。

２ 小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻「大学院連携によるＭＢ

Ａ特別コース」実施要項（以下，「ＭＢＡ特別コース実施要項」という。）に基づく科目

等履修生については，授業料を徴収しない。

３ 特別聴講学生が国立大学法人の大学，短期大学または大学院以外の学生であるときは，

第２条に定める授業料を徴収する。

４ 特別聴講学生が国立大学法人の大学，短期大学または大学院の学生であるときは，授

業料は徴収しない。

５ 協定等に基づき特別聴講学生として入学する公立または私立の大学等の学生について

は，第３項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。

（入学料）

第６条 入学料は，入学手続をする際に徴収するものとし，別に指定する期日・納入方法

により納付しなければならない。ただし，本学の学部・大学院（博士前期課程及び専門

職学位課程）５年一貫教育プログラムに基づく大学院学生，本学の博士前期課程又は専

門職学位課程を修了（９月修了を含む。）し，当該修了年度の翌年度に本学の博士後期課

程に進学する大学院学生，本学の博士前期課程を修了（９月修了を除く。）し，当該修了

年度の翌々年度に博士後期課程に入学する大学院学生，国立大学法人１２大学大学院社

会人学生転入学者選抜要項に基づく大学院学生，ＭＢＡ特別コース実施要項に基づく科

目等履修生及び大学院学生，特別研究学生及び特別聴講学生に係る入学料は徴収しない。

２ 納付した入学料は，返還しない。

（検定料）

第７条 検定料は，入学を志願するときに納付するものとし，別に指定する期日・納入方

法により納付しなければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する者に係る検

定料は，徴収しない。

（１）本学の学部・大学院（博士前期課程及び専門職学位課程）５年一貫教育プログラ

ムに基づく大学院学生

（２）国立大学法人１２大学大学院社会人学生転入学者選抜要項に基づく大学院学生

（３）ＭＢＡ特別コース実施要項に基づく科目等履修生及び大学院学生

（４）特別研究学生

（５）特別聴講学生

（６）学長が特に必要と認める者

２ 小樽商科大学学則（以下「学則」という。）第５３条第１号の規定により，検定料の全

部又は一部を返還する場合は，次の各号に掲げるとおりとする。

（１）検定料を納付した後に願書を提出した者について，出願資格が無いことにより出



願を受け付けなかった場合

（２）出願受付後に大学入試センター試験受験科目の不足等により出願資格を欠くこと

が判明した場合

（３）学則第５０条及び前項前段の規定にかかわらず，出願前に検定料を納付した者が，

都合により願書の提出を行わなかった場合

３ 前項に基づき返還する検定料の額は次のとおりとする。

（１）前項第１号及び第３号に該当するときは，納付した検定料の全部。ただし，返還

に係る手数料については，検定料を納付した者の負担とする。

（２）前項第２号に該当するときは，昼間コースにあっては１３，０００円，夜間主コ

ースにあっては７，８００円とする。

４ 検定料の返還は，当該検定料を納付した者からの申出に基づき行うものとする。

（寄宿料）

第８条 寄宿料は，各年度において，別に指定する期日・納入方法により納付しなければ

ならない。

２ 寄宿料は，国際交流会館に入居する日の属する月分から徴収するものとする。

３ 納付した寄宿料は，返還しない。

（講習料）

第９条 公開講座等の講習料で別表２に定める額により難い場合は，学長が別に定める額

とする。

２ 講習料は，当該公開講座等の受講の申請が受理されたときに納付しなければならない。

３ 納付した講習料は，返還しない。

附 則

１ この規程は，平成１６年６月２８日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。

２ 平成１０年度以前の本学入学生に係る授業料の額は，第２条の規定にかかわらず，次

のとおりとする。なお，夜間主コースの学生については表記の額の２分の１とする。

（単位：円）

入 学 年 度 授業料の額（年額）

平成１０年度 ４６９，２００

平成 ９年度 ４６９，２００

平成 ８年度 ４４７，６００

平成 ７年度 ４４７，６００

平成 ６年度 ４１１，６００

附 則

１ この規程は，平成１７年４月１日から施行する。



２ 平成１７年度の授業料の額は，第２条の規定にかかわらず，次の各号に掲げるとおり

とする。

(1) 学部（昼間コース）及び大学院の授業料の額は，年額５２８,３００円とし，第１学

期は２６０,４００円，第２学期は２６７,９００円とする。

(2) 学部（夜間主コース）の授業料の額は，前号の額の２分の１とする。

(3) 研究生及び特別研究学生の第１学期における授業料の月額は２８,９００円とする。

(4) 科目等履修生及び特別聴講学生の第１学期における授業料の額は，１単位１４,４０

０円とする。

附 則

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成１８年９月１５日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成１９年４月１日から施行する。

２ 本学の大学院商学研究科現代商学専攻修士課程を修了（９月修了を含む。）し，当該修

了年度の翌年度にこの規程による同専攻博士後期課程に進学する場合は，入学料は徴収

しない。

３ 本学の大学院商学研究科現代商学専攻修士課程を修了し（９月修了者を除く。），当該

修了年度の翌々年度にこの規程による同専攻博士後期課程に入学する場合は，入学料は

徴収しない。

附 則

この規程は，平成２０年９月２９日から施行し，平成２０年６月１１日から適用する。

附 則

この規程は，平成２１年６月２２日から施行する。

附 則

この規程は，平成２３年１１月１４日から施行し，平成２３年８月１５日から適用する。



別表１

（単位：円）

区分 教 育 課 程 等 金 額

学部（昼間コース） （年 額） ５３５,８００

授 学部（夜間主コース） （年 額） ２６７,９００

大学院 （年 額） ５３５,８００

業 研究生 （月 額） ２９,７００

特別研究学生 （月 額） ２９,７００

料 科目等履修生 （１単位） １４,８００

特別聴講学生 （１単位） １４,８００

学部（昼間コース） ２８２,０００
入

学部（夜間主コース） １４１,０００

学 大学院 ２８２,０００

研究生 ８４,６００
料

科目等履修生 ２８,２００

学部（昼間コース） １７,０００

学部（夜間主コース） １０,０００
検

編入学・再入学（昼間コース） ３０,０００

定 編入学・再入学（夜間主コース） １８,０００

大学院 ３０,０００
料

研究生 ９,８００

科目等履修生 ９,８００

寄 宿 料（世帯用） （月 額） １２,９００

寄 宿 料（単身用） （月 額） ６,４００



別表２

（単位：円）

１講座当たり時間数 公開講座講習料

５時間以下 ５,２００

５時間を超え １０時間以下 ６,２００

１０時間を超え １５時間以下 ７,２００

１５時間を超え ２０時間以下 ８,２００

２０時間を超え ２５時間以下 ９,２００

２５時間を超え ３０時間以下 １０,２００

３０時間を超え ３５時間以下 １１,２００

３５時間を超え ４０時間以下 １２,２００

４０時間を超え ４５時間以下 １３,２００

４５時間を超え ５０時間以下 １４,２００

５０時間を超え ５５時間以下 １５,２００

５５時間を超え ６０時間以下 １６,２００

６０時間を超え ６５時間以下 １７,２００

６５時間を超え ７０時間以下 １８,２００

７０時間を超え ７５時間以下 １９,２００

７５時間を超え ８０時間以下 ２０,２００

８０時間を超え ８５時間以下 ２１,２００

８５時間を超え ９０時間以下 ２２,２００

９０時間を超え ９５時間以下 ２３,２００

９５時間を超え １００時間以下 ２４,２００

１００時間を超え １０５時間以下 ２５,２００

１０５時間を超え １１０時間以下 ２６,２００


